
○ 電 波 法 施 行 規 則 第 十 二 条 第 六 項 の 規 定 に 基 づ く イ ン マ ル サ ッ ト 船 舶 地 球 局 の 具 備 す べ き 電 波 を 定 め る 件 （ 平 成 五 年 郵 政 省 告 示 第 三 百 一 号 ） の 一 部

を 改 正 す る 告 示 案 新 旧 対 照 表 

（ 傍 線 部 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現 行 

１ （略） １ （略） 

 ２ インマルサットＢ型の無線設備の機器を施設する船舶地球局 
 

送る電波の型式及び周波数 受ける電波の型式及び周波数 

Ｇ１Ｂ電波、Ｇ１Ｃ電波又は

Ｇ１Ｅ電波 1,626.520MHz から

1,646.480MHz までの周波数帯

において総合通信局長が指示

する周波数 

Ｇ１Ｂ電波、Ｇ１Ｃ電波又

はＧ１Ｅ電波 1,530.010MHzか

ら 1,544.980MHzまでの周波数

帯において総合通信局長が指

示する周波数 
 

２ （略） ３ （略） 

３ インマルサットＦ型の無線設備の機器を施設する船舶地球局  

送る電波の型式及び周波数 受ける電波の型式及び周波数 

Ｇ１Ｂ電波、Ｇ１Ｃ電波又
はＧ１Ｅ電波 1,626.500MHz
から 1,660.500MHz までの周
波数帯において総合通信局
長が指示する周波数 

Ｇ１Ｂ電波、Ｇ１Ｃ電波又は
Ｇ１Ｅ電波 1,525.000MHz から
1,559.000MHz までの周波数帯
において総合通信局長が指示
する周波数 

 

 

  

附 則 

（ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 告 示 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

（ 経 過 措 置 ） 

２ こ の 告 示 の 施 行 の 際 現 に 免 許 若 し く は 予 備 免 許 を 受 け 、 又 は 免 許 を 申 請 し て い る イ ン マ ル サ ッ ト Ｂ 型 の 無 線 設 備 に つ い て は 、 こ の 告 示 に よ る 改 正

別
添
８

 



後 の 規 定 に か か わ ら ず 、 平 成 二 十 八 年 十 二 月 三 十 一 日 ま で は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

 


